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厚生労働省労働基準局労災補償部

禰併院長補佐 (米韓蛭当)

労僻 としてd石綿ぱく糾 問のある韓別加入者の鮒 基礎日額の取扱いについて

労働者災奄補債保険旗薦8灸の規連に基づく節付基礎日群のうち､業務上疾病に係る

給付基礎日額の夢走に当たっては r兼帯上疾病にかかった労働者に係る平均賃金の算盤

について｣ (昭和60年9月23日付け義弟第558号)等により､最終の石綿ぱく蒋

作弟を行った事業の保険関係及び当該寄集に係る給付基礎月餅をもって保険給付を行う

こととしているところであるが,この放扱いについて､改めて下妃に留意の上､当瞬事

務処霧の徹底を図られたいQ

記

労働者としての石綿ぱく霜期間がある特別加入者であって､石綿関連疾患にり患して

いる者 (当薪石綿関連疾患により死亡した者を含む｡)のうち､特別加入していた期間

における石鰍 まく原作策が､それ以前の作黄内容と異なり細めて板碑な石綿ぱく薙作栄

である一方､労働者期間における石綿ぱく霧作業が石綿関連疾患にり息する恐れの商い

作柴であったと暗められるなど､当核特別加入期間における保険関係､給付基礎日額を

もって保晩給付を行うことが明らかに不食塩な場合については､当該特別加入勅糊以前

において､石耕ぱく蕗作業に従事した最終の事業額の保険関係及び給付基礎日額をもっ

て保険給付を行うこと｡

また､見直しにより不利益変更になる草食を除き､当暁事務処理の徹底及び見直しを

検討されたい｡

なお､当腺事務処魂に無為がある場合については.泰省棉僕訣業務係あて臨鞄された

い｡
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(参考)

平成20年8月18日労伽保奴審査会裁決 (労働者としての

石綿ぼく藤期間のある緒別加入者の給付基礎日額)について

1 亭轟の概実

検災者は､昭和39年 10月から平成13年 11月までの間､ガス管 ･水道管の塩

殻 ･交換工事現軌 こおいて､管を切断 ･研磨する作楽に.労働着又は一人親方 (平成

6年 1月21日以降､平成11年 12月から雄視楽の一人親方として静別加入)とし

て徴事していたが､平成18年 11月に ｢番地胸膜中皮腫Jと診断され､労災保険を

受給していたが､凍凄中の平成 17年7月18日に死亡した｡

監督署鼻は､当咳死亡が兼務上によるものとして､渡族補償給付の受給決唐を行い､

特別加入者として殊終した給付基礎日額8,500円にスヲイ ド率を乗じて得た3,

465円を給付基礎日額として保険倫付を行ったところ､緒求人は当瞭給付基礎El額

を不服としたもの｡

2 親政の額覇

① 被災者は､昭和39年 10月から平成13年11月までの問､ガス管 ･水蓮管の

埋穀 .交換工事現場において管を切断 .研磨する作巣に,労働者又は一人親方とし

て領事していた｡

② 被災者の労働者期間における石矧 ぎく霧作韓接､ガス管 ･水道管の漫殴 .交換工

事現掛 こおいて管を切断･研磨する作業の腕､垂使用に石綿布を使用していたもの

であるが､薦生用の石綿布の使用については､少なくとも平成に入ってからは､代

替品による作策に変わっており､現場の作業において石紡布の使用を見かけなくな

っていた｡

③ 被災者の特別加入期間である平成5年1月21日以陣の作業については､ガス管

の塩酸 ･交換工事において使用される管の巷生用シー トについては､上妃②のとお

り､既に石綿布の代替品であるクロスカーボンが使用されていたものであるが､管

の保護用に以前使われていた石綿布が使用されていたことから､既殴管の改修工事

の旅､この石綿布をはがす時に石綿にぱく鐘した可能性は否定できないが､その量

はそれ以前と比較して極めて塵微なものであったと考えられる｡

◎ 以上から､最終ぼく露草策軌 ま一人親方とみるのではなく､労働者として従事し

ていた事業藩とみるのが相当｡

⑤ したがって､破災者は､感性胸膜中皮腫の発生のおそれのある作巣に従事した最

終享楽歯を平成6年1月20日に肋 していることから､平均貸金姥､同日以前包

ヶ月間に支払われた賃金により算定した金額を基礎として算唐すべきである｡


